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球磨川治水対策協議会第９回会議についての意見 

本村に関係あるもののみについて 

１ 河道掘削等・・・これまでの意見のとおり 

２ 「おおむねの工期」では、「予算制約はない」とあるが、予算が青天井につ

くはずはないと思われる。現実に確保可能な予算額と予算状況を踏まえた

現実的な工期を示していただかないと判断を誤ることが予想される。 

以上です。 

【球磨村】
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第９回球磨川治水対策協議会 意見照会に関する回答 

（人吉市） 

市の中心部の大規模な移転を伴う引堤案については、その交渉等

にかかる年数について長期にわたることが危惧されることから、地

域の理解が得難いものと思料する。 

堤防嵩上げ案についても同様である。 

また、組み合わせ案について、人吉地区では、中心対策案、補完対

策案ともに相当な年数がかかることが懸念されるが、本市としては、

早期に実現可能な対策を期待する。 

【人吉市】
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令和元年７月２４日 

球磨川治水対策協議会 様 

あさぎり町 総務課長 

第９回球磨川治水対策協議会における意見について（回答） 

先般開催されました第９回球磨川治水対策協議会で提示された検討結果に対す

る意見について、下記のとおり回答します。 

記 

・遊水地案は優良農地が失われることになり、農家の理解や農業振興への影響を危

惧する。

・河道掘削により洪水時の水位が低下することは内水における洪水対策になり、併

せて樹木伐採を実施することで更なる水位の低下と周辺環境の改善が望める。

【あさぎり町】
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◎市房ダムの再開発に関して

 市房ダムの再開発に関しては、平成２８年２月２日開催の球磨川治水対策協議会第１回

整備局長・知事・市町村長会議において、中嶽村長から意見を申し上げ、平成２８年１２

月２６日開催の球磨川治水対策協議会においても、当時の総務課長から意見を申し上げて

いるところですが、再開発で約２０ｍの嵩上げをすることにより、約９１ｈａが水没する

ことになり、５０戸の家屋が移転を余儀なくされる。加えて、道路の付け替えも約１６ｋ

ｍ必要となり、本村のシンボルである桜も水没することになる。 

また、村議会においても、平成２１年に「市房ダム再開発に関する決議」として、県へ

意志を伝えている。

以上のようなことを踏まえると、村民の理解は到底得られないと考えている。

【水上村】
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１．対策案（放水路）について 

 川辺川上流部からの放水路案（ルート１及びルート４）は次の事か 

ら実現や効果に疑問があります。 

１）放水路は完成しなければ、その効果の全てが発現されない対策であり、完

成まで相当の期間と多額の投資が必要で、その間、洪水災害等が発生した場 

合、別途対策が必要となる。 

２）川辺川上流部に呑口部(流入口)を設置する場合、その対策が十分可能なの 

か疑問である。 

 その理由は、 

①河床の変動が激しいこと。

②河川への土石の流入が激しく、呑口部及び放水路内の適正な管理が可能か。 

（堆砂や放流部での大量の土石排出） 

③呑口部の安定化のため堰等の構造物設置が可能か。

 放水路案については、技術的検討や費用対効果から相当の議論が必要であり、

安全度が低い球磨川では早期の対策が求められている中、現実的な対策となり得

ない。 

２．全体的な対策について 

 基本的な対策として、流下能力を上げるか、流入量を抑制するか、または、洪

水被害が想定される区域を河川敷となすのかであり、流下能力の向上は出口（下

流域）から実施すべきであります。 

 よって、当面取るべき対策は河積断面を広げ、上流部、支川からの土石流入を

防ぐ対策が必要と考えます。遊水地案については過去の経緯から実現不可能と思

われます。 

【五木村】
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令和元年 10 月 18 日 

国土交通省九州地方整備局河川部

 球磨川治水対策協議会 様

熊本県土木部河川港湾局河川課

球磨川治水対策協議会 様

球磨村長 柳詰 正治 

第 9 回球磨川治水対策協議会の説明内容に係る意見書の提出について 

このことにつきまして、別紙のとおり提出いたします。

【球磨村】
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国土交通省、熊本県の皆様には、球磨川流域の安全、安心のために、鋭意ご

尽力を賜り、心から感謝を申し上げます。

川辺川ダム計画につきましては、熊本県知事のダム白紙撤回の表明から、

11 年が経ちました。その間「ダムによらない治水を検討する場」が設置され、

6 年にわたり 12 回の協議が重ねられたものの、全ての代替治水対策を実施して

も、球磨川、中流・下流の人吉市、球磨村、芦北町、八代市の治水安全度は、

全国の国管理河川の目標より、とても低い水準に留まり、抜本的な治水対策を

見出すことが出来ませんでした。

そこで当面の目標として、戦後最大の洪水被害をもたらした昭和 40 年 7 月

洪水と、同規模の洪水を安全に流下させる「中期的に必要な治水安全度」を達

成するために、新たに「球磨川治水対策協議会」が設置されたところでござい

ます。

そして、平成 27 年 3 月から協議が進められておりますが、第 4 回の整備局

長・知事・市町村長会議につきましても、前年度内に開催されるべきものであ

ります。球磨川の治水安全度は特に低い状況でありますので、治水安全度を上

げるための対策について、スピード感をもった、一層の取り組みの促進をお願

いしてきましたが、スピード感が感じられません。国・県として、今後、どの

ような進め方まとめ方を考えておられるのでしょうか。

この度の 10 案に対する市町村の意見の違いも大きすぎるようです。相当の

時間も要しており、「ダムによらない治水」の検討は最大限に追求されたもの

と思います。住民の安全に責任を負い、首長として、全国的に見て、妥当な水

準の治水安全度として設けた、協議会の目標を実現する抜本的な治水対策でな

ければ受け入れることはできません。

以上、よろしくお願いいたします。

【球磨村】
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国⼟交通省 様

熊 本 県 様

⼭江村⻑ 内 ⼭ 慶 治

国⼟交通省及び熊本県におかれましては、⽇頃より球磨川流域の治⽔安全の確

保のためにいろいろとご⽀援を賜り衷⼼より感謝申し上げます。

さて、１０⽉に上陸した台⾵１９号の広範囲に及ぶ猛威には今更ながら⼤変

驚きました。亡くなられた⽅々へのお悔やみと被災された⽅々が⼀⽇も早く⽇

常の⽣活に戻られますよう⼼からお祈りいたします。

もし、台⾵１９号が発⽣当初の進路を取り九州の近郊を通過していたら、治⽔

安全度が低い⼈吉球磨地域は、これまでに無い⼤災害が被っていたと想像しま

すし、我々⾏政も想定外のあるゆる⼤型災害に対しハード・ソフト両⾯からの危

機管理としての対策が急がされています。

そこで、球磨郡町村会⻑の意⾒として国及び県に⾒解をお尋ねします。

【山江村】
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１． 意⾒の相違が⼤きい１０案をどのように結論づけていかれるのか？

２． 流域１２市町村の間でも議論を深めていく必要があると考えるがいかが

か？

３． １０案がもしまとまらない場合、ソフト対策を中⼼に災害に対応しなけ

ればいけないのか？

以上よろしくお願いします。

【山江村】
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